
上今井区、東吉田区、西吉田区、十五所区、沢登区

※複合通学区域については、学区の学校と選択可能な学校のうちいずれかの学校を選択できます。

ただし、選択可能な学校への通学を希望する場合は、学校変更の申請手続きが必要です。

注１：　市道若草1級7号線北で農道若草56号線西の区域

注２：　県道韮崎南アルプス中央線とその延長線の市道若草288号線油川に至るまでの北側の区域

注３：　市道若草1級1号線、市道若草244号線、市道若草245号線及び市道若草262号線の4道路に囲まれた区域

注４：　市道橋南86号線甲西地区延長分北側の区域

注５：　市道若草1級7号線北側の区域

注６：　国道52号（甲西道路）西側の区域及び田島区自治会田島12組

南アルプス市立八田小学区 六科区、野牛島区、上高砂区、下高砂区、徳永区、榎原
区

六科区（白根百田小学校）

有野南、有野東、有野北、有野西、有野御勅使、有野北
新田、源西区、福祉村団地

在家塚１～５区、西野１～６区、今諏訪１～６区

南アルプス市立白根源小学区

南アルプス市立白根飯野小学区 飯野１～１１区、飯野新田区、曲輪田新田区、築山区、
オーチャード・ヒル区

南アルプス市立南湖小学区

南アルプス市立豊小学区

下今井区、上村区、下村区、寺部区、十日市場区、加賀
美区、藤田区、浅原区

南アルプス市立若草南小学区

南アルプス市立芦安小学区

南アルプス市立芦安中学区

高尾区、平岡区、あやめが丘区、上市之瀬区、下市之瀬
区、中野区、上野区、上宮地区（田頭のみ）

東落合区、西落合区、西新居区、湯沢区、秋山区、塚原
区、川上区、神の木区、芦原区

下宮地区、江原区、鮎沢区、古市場区、荊沢区、大師
区、清水区、宮沢区、戸田区

南アルプス市立櫛形北小学区

南アルプス市立小笠原小学区

南アルプス市立白根御勅使中学区

南アルプス市立若草中学区

南アルプス市立甲西中学区

南アルプス市立櫛形西小学区

南アルプス市立落合小学区

南アルプス市立大明小学区

南アルプス市立八田中学区

南アルプス市立白根巨摩中学区

南アルプス市立櫛形中学区

下宮地区の一部【注４・５】（櫛形中
学校）

下今井区（櫛形中学校）、十日市場
の一部【注１】（櫛形中学校）

芦安東区、芦安西区

上八田区（八田中学校）

東落合区、西落合区、西新居区、湯沢区、秋山区、塚原
区、川上区、神の木区、芦原区、下宮地区、江原区、鮎
沢区、古市場区、荊沢区、大師区、清水区、宮沢区、戸
田区、田島区、西南湖区、和泉区、東南湖区、天神区

百々１～１３区、上八田１～５区、有野南、有野東、有野
北、有野西、有野御勅使、有野北新田、源西区、福祉村
団地

小笠原区、山寺区、桃園区、曲輪田区、上宮地区、高尾
区、平岡区、あやめが丘区、上市之瀬区、下市之瀬区、中
野区、上野区、上今井区、東吉田区、西吉田区、十五所
区、沢登区

下市之瀬区第三町内会（甲西中学
校）

藤田区の一部【注３】（若草小学校）

六科区（白根御勅使中学校）

田島区の一部【注６】（大明小学校）田島区、西南湖区、和泉区、東南湖区、天神区

下宮地区の一部【注４・５】（小笠原
小学校）

六科区、野牛島区、上高砂区、下高砂区、徳永区、榎原
区

飯野１～１１区、飯野新田区、曲輪田新田区、築山区、
オーチャード・ヒル区、在家塚１～５区、西野１～６区、今諏
訪１～６区

上八田区（八田小学校）

芦安東区、芦安西区

百々１～１３区、上八田１～５区

下市之瀬区第三町内会（小笠原小
学校、落合小学校）

桃園区、曲輪田区、上宮地区（田頭を除く）

小笠原区、山寺区

藤田区、浅原区

南アルプス市立若草小学区 下今井区、上村区、下村区、寺部区、十日市場区、加賀
美区

下今井区（豊小学校）、十日市場の
一部【注１】（小笠原小学校）、加賀
美区の一部【注２】（若草南小学校）

学区 通学区域
複合通学区域

（選択可能な学校）

南アルプス市立白根百田小学区

南アルプス市立白根東小学区


